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平成 19年 12月 12日 付 け申入書 (同月 13日 受領)に 対す る回答

大阪大学では、施設管理権 を明確化 し、構内 にお ける交通の安全及 び教育研究の

環境保全 を図る ことを目的 として、 「大阪大学樽 内交通規制実施規程」 を定め、車

両による入構制限等 を実施 してお ります。

統合 によ り、実面地区にお いて も、 この大阪大学 の規程が全学共通 の規程 と して

適用 され ることとな ります。

ただ し、 これ に伴 う経過拾置 として、平成 20年 3月 末 まで は 「大阪外国語大学

交通規制要領」 を踏襲 した扱 いとし、同年 4月 1日 以降、上記規程 を適用す る こと

が、平成 19年 9月 21日 開催 の大阪大学 ・大阪外国語大学統合推進協議会で決定

され、そ のための規程改正 も既 に完 了 してお ります。

よって、現状で は箕面地区において も、上記経過措置が終 了 した後 は、構 内に車

両によ り入構 しよ うとする場合 には、大阪大学の規程 に基づき、吹 田地 区及び豊 中

地区 と同様、入構 ・駐車整理業務 に要す る経費については、入構 ・駐車の許可 を受

けた者か らも負担 いただ くことにな りますので、その旨お含み下 さい。

なお、別途要求 のあった団体交渉 につきま して は、現在 、希望す る 日時 (複数 )

をご連絡 いただ くよ うお願 い して いるところですが、交渉 は他 の労働組合 と同様 、

吹田地区で行 うことにな りますので、そ の旨 ご留意 いただきた く存 じます。

以 上


